
 

平成２２年６月９日 
報道関係者各位 
 

欧州化学物質管理REACH/CLP規則に関するロンドン・セミナーの開催 

＜日系企業の具体的実務対応が急務＞ 

 
この度、社団法人産業環境管理協会 REACH 登録支援センター（注１）は、連携する唯一の代理人で

ある英国 The REACH CENTRE(Lancaster)と共催で、日系企業の関係者向けに、今後、罰則の具体

的運用が強化される REACH 規則（注２）への具体的対応、および CLP 規則における届け出等の実際に

関するセミナーを２０１０年６月２４日（木）にロンドンで行う。 

なお、本セミナーでは、REACH の起草者の１人である Andrew Fasey 氏が最新情報を提供する。 

 

 

世界的な化学物質管理強化の流れのなか、欧州では、REACH/CLP 規則がスタートしており、２０

０８年の６月から１２月まで REACH の予備登録が行われ、２０１０年（本年）の１１月末までに、

欧州内へ１,０００ｔを超えて輸入される化学物質等の本登録が進められている。 

REACH 登録に関して、域外製造者として OR を経由した場合でも、日本企業からの輸入者、日系企業

の現地法人等には、コンプライアンス上、対応すべき実務があり、また CLP 規則では、ビジネスを

継続するために、輸入している化学物質を、２０１０年１２月より「輸入者」が届け出ることが必

要である。 

そこで、現地でのサプライチェーン調査における注意点と併せ、欧州最前線であるロンドンで、

日系関連企業の担当者向けに REACH/CLP 規則に関する実務セミナーを開催する。 

なお、セミナー対象者としては、 

１．日系の欧州での現地法人 

２．日系企業の欧州輸入者（商社・メーカーの現地法人） 

３．日本企業より化学品などを輸入している現地輸入者 

 等、日系企業の化学物質管理対応・実務者を想定している。 

 

【開催要領】 

 

 日  時： ２０１０年６月２４日（木）０９：３０－１５：００ 

 場  所： Furniture Makers' Hall, 12 Austin Friars, London EC2N 2HE 

 主  催： The REACH CENTRE 

     社団法人 産業環境管理協会 REACH 登録支援センター 

 後  援： 英国北西イングランド地域開発公社  

 定  員： ６０名（定員になり次第、締め切らせていただきます）  

 参加費用： １名様 ￡４５．００（+税金） 

 申込方法： The REACH CENTRE の WEB から 

              http://www.thereachcentre.com/site/content_reach_clp_seminar.php 

  

http://maps.google.co.uk/maps?hl=en&q=Furniture+Makers%E2%80%99+Hall,+12+Austin+Friars,+London+EC2N+2HE&ie=UTF8&hq=Furniture+Makers%E2%80%99+Hall,+12+Austin+Friars,&hnear=London+EC2N2HE,+UK&ll=51.515593,-0.087183&spn=0.005455,0.009645&t=h&z=17&iwloc=A


 

 

【プログラム】 

 

９．３０am        -ティー レセプション 

１０．００am        -日本企業の REACH の取り組みの現状と問題点 

  -JEMAI （産業環境管理協会） 

１０．１５am       -化学物質管理の欧州での企業の対応について 

  -Mr. Lutwyche(The REACH CENTRE) 

１０．３０am       -REACH 規則  

  -Mr. Andrew Fasey (REACH 起草者の１人) 

１１．３０am       -休 憩 

１１．４５am     -CLP 規則  

  -Mr.Andrew Fasey  

１２．３０am     -日本での化学物質管理の現状（改正化審法） 

     -JAMP の紹介      

-JEMAI 

１．００pm     -昼食 

１．４５pm     -英国北西イングランド地域開発公社 紹介 

２．１０pm     -質疑応答 

 

 

（注１） REACH 登録支援センター 
 ◆ホームページ：http://www.reachcenter.jp/ 

 
（注２） REACH 規則（化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則） 
 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

2007 年 6 月に EU（欧州連合）で施行された化学物質規制。EU で製造又は輸入される全製品に含
有する化学物質が規制の対象。高懸念物質（SVHC）は規定量を超えると欧州化学品庁（ECHA）
への届け出の義務がある。現在 SVHC は 30 物質、最終的には 1500 物質に達する可能性がある。 
◆欧州化学品庁（ECHA）ホームページ：http://echa.europa.eu/home_en.asp 

 

 

          ＜本件に関するお問合せ先＞ 
社団法人産業環境管理協会  
化学物質総合管理部門 REACH 登録支援センター  担当：鈴木・戸笈（とおい）

TEL：03－5209－7709  FAX：03－5209－7706  

http://echa.europa.eu/home_en.asp

